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上記事項につきましては、法令及び当社定款第 16 条 2 項の規定に基づき、書面交付請求を

いただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 
 

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に電子

提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。 
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連結注記表 

 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

 

１．連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社の数及びその主要な会社名 

連結子会社の数 143 社 

主要な連結子会社の名称は以下のとおりである。 

積水メディカル㈱、徳山積水工業㈱、積水ポリマテック㈱、セキスイハイム工業㈱、積水成型工

業㈱、東京セキスイハイム㈱、セキスイハイム近畿㈱、積水フーラー㈱、積水ホームテクノ㈱、セ

キスイハイム東北㈱、セキスイハイム信越㈱、セキスイハイム中部㈱、セキスイハイム中四国㈱、

セキスイハイム九州㈱、北海道セキスイハイム㈱、群馬セキスイハイム㈱、積水アクアシステム㈱、

セキスイハイム不動産㈱、Sekisui Diagnostics, LLC.、Sekisui Specialty Chemicals America, LLC.、

Sekisui America Corporation、Sekisui Aerospace Corporation、Sekisui Specialty Chemicals 

Europe, S.L.、Sekisui S-Lec B.V.、Sekisui Europe B.V.、Sekisui Alveo A.G.、映甫化学㈱、

積水化学（中国）有限公司、積水中間膜（蘇州）有限公司、Sekisui Southeast Asia Co., Ltd. 

当連結会計年度において、西日本積水工業㈱、セキスイ管材テクニックス㈱の２社は西日本積水

工業㈱を存続会社とする合併をしている。なお、従来、セキスイ管材テクニックス㈱は非連結子会

社であったが、当該合併により西日本積水工業㈱として、連結の範囲に含めている。また、㈱日本

インシーク、㈱イーホッシュ、奈良技研㈱の３社は㈱日本インシークを存続会社とする合併をして

いる。なお、従来、㈱イーホッシュ、奈良技研㈱の２社は非連結子会社であったが、当該合併によ

り㈱日本インシークとして、連結の範囲に含めている。 

山陰セキスイ商事㈱は株式譲渡をしたため、PT HD Limited、積水（上海）環境科技有限公司、

㈱リハビリ・リサーチ・ラボラトリー、映甫高新材料（廊坊）有限公司の４社は清算結了したため

連結の範囲から除外している。 

 

 (2) 主要な非連結子会社の名称 

    セキスイハイムクリエイト㈱ 

   連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社の合計の総資産額、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除

外している。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法適用会社の数及びその主要な会社名 

関連会社 ６社 

主要な会社の名称は以下のとおりである。 

積水化成品工業㈱ 

当連結会計年度において、積水樹脂㈱は、株式売却により、持分法適用の範囲から除外して

いる。 
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(2) 持分法を適用しない主要な会社名等 

  持分法非適用の非連結子会社（セキスイハイムクリエイト㈱他）及び関連会社（㈱エヌ・ティ・

ティ・データ・セキスイシステムズ他）については、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としてもその影響の重要性

が無いため持分法の適用範囲から除外している。 

 

３．連結子会社及び持分法適用会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、海外会社 13 社の決算日は 12 月 31 日である。連結計算書類の作成に当たって

は、連結決算日である３月 31 日に仮決算を行った財務諸表を基礎としている。なお、その他の連結

子会社並びに持分法適用会社の決算日は連結決算日と同一である。 

 

４．会計方針に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

    満期保有目的の債券 …償却原価法 

    その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

                …決算日の市場価格等に基づく時価法 

                 （主として評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

市場価格のない株式等 …主として移動平均法に基づく原価法 

②デリバティブ … 時価法 

③棚卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産 … 主として総平均法に基づく原価法 

                  ただし、販売用不動産は個別法に基づく原価法 

（貸借対照表価額は､収益性の低下に基づく簿価切下   

げの方法により算定） 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。 

建物及び構築物        ３～60 年 

機械装置及び運搬具    ４～17 年 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能

期間（主として５年）に基づいている。 

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用している。 

 



－3－ 

(3) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金   

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

②賞与引当金  

従業員賞与（使用人兼務取締役の使用人分を含む）の支給に充てるため、主として期末直前

支給額を基礎とした見積額を計上している。 

 

 (4) 収益及び費用の計上基準 

当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び当社グループが当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであり、販売に係る取引の対価

は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれていない。 

①商品及び製品等の販売に係る収益 

 商品等の販売は主に、住宅事業における分譲土地や建売住宅等の販売、環境・ライフライン

事業における塩化ビニル管等の販売、高機能プラスチックス事業における合わせガラス用中間

膜等の販売、メディカル事業における臨床検査薬等の販売である。これらの商品等の販売は、

引渡時点において顧客が当該商品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、

当該時点で収益を認識している。 

 なお、出荷時から商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に

は、出荷時点において収益を認識している。 

 また、環境・ライフライン事業における設備の販売、メディカル事業における臨床検査機器

等、据付や検収を受けるのに相当期間を要するものは、検収時点において顧客が当該設備等に

対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識している。 

②工事契約に係る収益 

 工事契約は主に、住宅事業におけるユニット住宅の製造、施工、販売、リフォーム等の請負

契約、環境・ライフライン事業における各種産業プラント等の建設工事を行う義務である。こ

れらの工事契約は、当社グループの義務の履行により資産が創出されるに従い、顧客が当該資

産を支配することから、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約に

よる工事の進捗に応じて充足される為、工事の進捗度に応じて収益を計上している。履行義務

の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっている。 

 なお、工期のごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識し

ている。 

③サービス及びその他の販売に係る収益 

 サービス及びその他の販売は主に、住宅事業における仲介・斡旋手数料、住生活サービス事

業等や商品及び製品の販売に関連した保守サービス等である。履行義務が一時点で充足される

場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足される場合にはサービス提供

期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識している。 
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(5) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

①退職給付に係る会計処理の方法 

a.退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっている。 

b.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理している。 

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理している。 

c.その他の会計処理 

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期

末自己都合要支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。 

また、連結子会社において役員退職慰労金の支出に充てるため、各社の内規に基づき計算

された金額を退職給付に係る負債に含めて計上している。 

②重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理している。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における非支配

株主持分及び為替換算調整勘定に含めている。 

③重要なヘッジ会計の方法 

a.ヘッジ会計の方法 

原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益又は評価差額を、ヘッジ対象に係

る損益が認識されるまで資産又は負債として繰り延べる方法による｡なお、金利スワップの

うち「金利スワップの特例処理」の要件を満たすものについては、金利スワップを時価評価

せず、その金銭の受払の純額を当該資産又は負債に係る利息に加減している。 

b.ヘッジ手段とヘッジ対象 

（イ）資金の調達に係る金利変動リスク 

借入金や社債などをヘッジ対象として、金利スワップ等をヘッジ手段として用いる。 

（ロ）外貨建資産・負債に係る為替変動リスク  

外貨建の仕入・売上に係る金銭債権債務などをヘッジ対象として、為替予約等をヘッ

ジ手段として用いる。 

（ハ）外貨建の資金の調達に係る金利及び為替変動リスク 

外貨建借入金をヘッジ対象として、金利・通貨スワップ等をヘッジ手段として用いる。 

c.ヘッジ方針 

デリバティブ取引は、業務遂行上、金融商品の取引を行うに当たって抱える可能性のある

市場リスクを適切に管理し、当該リスクの低減を図ることを目的とする場合に限る。 

d.ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジの有効性を評

価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略

している。 
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④のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、その効果の発現する期間を合理的に見積り、20年以内の年数で均

等償却している。なお、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた連結会計年度の

損益として処理している。 

⑤資産に係る控除対象外消費税等の会計処理 

資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の期間費用としている。 

⑥グループ通算制度の適用 

当社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用している。これに伴い、法人税及び

地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する

場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日。以下「実

務対応報告第 42 号」という。）に従っている。 

 

（収益認識に関する注記） 

 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

（単位：百万円） 

 報告セグメント  

その他 

（注

１・２） 

 

 

合計 住宅 

（注１） 

環境・ラ

イフラ

イン 

高機能

プラス

チック

ス 

メディ

カル 
計 

売上高        

 日本 528,041 182,499 110,946 45,876 867,364 2,416 869,781 

 北米 － 2,800 101,150 21,527 125,478 － 125,478 

 欧州 － 5,432 76,102 8,797 90,332 － 90,332 

 中国 － 5,594 68,146 13,443 87,184 2,171 89,355 

 アジア 1,374 22,693 44,936 2,207 71,212 69 71,282 

 その他 － 2,928 6,612 768 10,308 － 10,308 

外部顧客への売上高 529,416 221,949 407,894 92,620 1,251,880 4,657 1,256,538 

（注１）「住宅」の売上高には、顧客との契約から生じる収益に該当しない額 43,731 百万円が「日本」 

に含まれている。 

「その他」の区分の売上高には、顧客との契約から生じる収益に該当しない額 908 百万円が 

「日本」に含まれている。 

（注２）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、フィルム型リチウ 

ムイオン電池及び報告セグメントに含まれない製品の製造、販売及びサービスを行っている。 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成のため

の基本となる重要な事項に関する注記） ４．会計方針に関する事項(4)収益及び費用の計上基準」

に記載のとおりである。 
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３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報 

(1)契約資産及び契約負債の残高等 

（単位：百万円）   

 期首残高 期末残高 

顧客との契約から生じた債権 191,659 211,827 

契約資産 752 1,486 

契約負債 50,413 55,359 

 当連結会計年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債残高に含まれていたものは、48,865

百万円である。 

 契約資産は主に、環境・ライフライン事業及びその他事業における工事契約において、報告日時

点で完了しているが未請求の作業対価に係るものである。契約資産は、対価に対する当社グループ

の権利が無条件になった時点で債権に振り替えられる。当該工事契約の対価は、契約条件に従い顧

客に請求し支払いサイト経過後に顧客から支払われる。 

 契約負債は、主に住宅事業におけるユニット住宅の製造、施工、販売、リフォーム等の請負契約

や、環境・ライフライン事業における各種産業プラント等の建設工事に関する顧客からの前受金で

あり、収益の認識に伴い取り崩される。 

 

 (2)残存履行義務に配分した取引価格 

 残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は以下のとおりであ

り、主に住宅事業におけるユニット住宅の製造、施工、販売、リフォーム等の請負契約や、環境・

ライフライン事業における各種産業プラント等の建設工事に関するものである。 

 なお、当社グループは実務上の便法を適用しており、当初に予想される契約期間が１年以内の契

約は、注記の対象に含めていない。 

                 （単位：百万円） 

 当連結会計年度 

１年以内 15,093 

１年超２年以内 2,144 

２年超 462 

計 17,700 
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（会計上の見積りに関する注記）  

 

１．分譲土地の評価 

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 

分譲土地 67,693 百万円 

 

(2)連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報 

①算出方法 

住宅分譲目的で保有する分譲土地は、取得原価を連結貸借対照表価額とし、期末における正味売

却価額が取得原価を下回る場合には、当該価額をもって連結貸借対照表価額としている。なお、正

味売却価額は、個別物件ごとの売出価格（原則として公開価格のうち、最低のもの）により算出し

ている。また、販売開始からの経過年数に応じた規則的な帳簿価額の切り下げルールを設定してい

る。 

②主要な仮定 

分譲土地の評価に用いた主要な仮定は、住宅販売市況を踏まえた経営者の予測や期待に基づく主

観的な判断を基礎とした売出価格である。 

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 

住宅販売市況の悪化や販売不振により、売出価格の適宜見直しが必要となる。会計上の見積りの

基礎となる主要な仮定が変化すれば、分譲土地に損失が発生する可能性がある。 

 

（連結貸借対照表に関する注記） 

 

１．有形固定資産の減価償却累計額 694,794 百万円 

 

２．担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産 

有形固定資産                    860 百万円 

計 860 百万円 

上記に対応する債務 

短期借入金 215 百万円 

その他の負債 5 百万円 

計 221 百万円 

 

３．偶発債務 

  保証債務 

ユニット住宅購入者及び従業員持家制度 
59,223 百万円 

促進のための住宅ローンの保証債務 

その他の保証債務 3,743 百万円 

  

４．受取手形裏書譲渡高 251 百万円 

  

５．退職給付に係る負債のうち役員分 1,084 百万円 

  

 



－8－ 

 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

 

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数 

   普通株式    448,507,285 株 

 

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

の配当額 
基準日 効力発生日 

2023 年６月 22 日 

定時株主総会 
普通株式 12,916 30 円 2023 年３月 31 日 2023 年６月 23 日 

2023 年 10 月 30 日 

取締役会 
普通株式 14,928 35 円 2023 年９月 30 日 2023 年 12 月１日 

計  27,845    

 （注）１．2023 年６月 22 日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員報酬 BIP 信託及び株

式付与 ESOP 信託が保有する当社の株式に対する配当金 30 百万円が含まれている。 

２．2023 年 10 月 30 日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬 BIP 信託及び株式付

与 ESOP 信託が保有する当社の株式に対する配当金 32 百万円が含まれている。 

 

 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの 

2024 年６月 20日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお

り提案している。 

① 配当金の総額 16,478 百万円 

② １株当たりの配当額 39 円 

③ 基準日 2024 年３月 31日 

④ 効力発生日 2024 年６月 21日 

    なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定している。 

（注）①配当金の総額には、役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託が保有する当社の株式に

対する配当金 36 百万円が含まれている。 
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（金融商品に関する注記） 

 

１．金融商品の状況に関する事項 

     当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については主に銀行借

入によっている。 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程等に従いリスク低減を図っている。

また、投資有価証券である株式は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把

握を行っている。 

支払手形、電子記録債務及び買掛金は、大部分が１年以内の支払期日のものであり、当社グルー

プでは各社が毎月資金繰計画を作成するなどの方法により管理している。 

借入金の使途は主に運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）である。なお、デリバ

ティブは社内管理規程に従い、借入金の為替変動リスクを回避するために行っており、投機的な取

引は行っていない。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

   2024 年３月 31 日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額

については、次のとおりである。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金、支

払手形、電子記録債務、買掛金、短期借入金（１年以内返済予定の長期借入金は除く）は短期間で

決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略している。 

（単位：百万円）  

 連結貸借対照表   

計上額(*1) 

時価(*1) 差額 

(1)有価証券及び投資有価証券 105,489 103,583 △1,906 

(2)長期借入金 (55,870) (54,682) △1,188 

(3)社債 (40,030) (39,187) △843 

(4)デリバティブ取引(*2)    

① ヘッジ会計が適用されていないもの － － － 

② ヘッジ会計が適用されているもの (15) (15) － 

  (*1) 負債に計上されているものについては、( )で示している。 

  (*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。 

 

（注１）市場価格のない株式等は、「有価証券及び投資有価証券」には含めていない。 

（百万円）         

区分 連結貸借対照表計上額 

非上場株式 20,235 

 

（注２）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資に 

ついては記載を省略している。当該出資の連結貸借対照表計上額は 1,696 百万円である。 

 

  （注３）連結貸借対照表において短期借入金に含めている１年以内返済予定の長期借入金（9,600 

百万円）について、当表では「長期借入金」に含めている。 

 

  （注４）「(3) 社債」には、１年内償還予定の社債を含めている。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

   金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ 

  のレベルに分類している。 

    レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ 

            れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算 

            定した時価 

    レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外 

の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価 

    レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

   時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット 

  がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して 

  いる。 

 

 (1) 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

 

区分 

時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

 その他有価証券     

  株式 93,287 － － 93,287 

資産計 93,287 － － 93,287 

デリバティブ取引     

通貨関連 － 15 － 15 

負債計 － 15 － 15 

 

 (2) 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債 

（単位：百万円） 

 

区分 

時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券及び投資有価証券     

 満期保有目的の債券     

  その他 － 17 － 17 

 関係会社株式     

  株式 10,278 － － 10,278 

資産計 10,278 17 － 10,295 

長期借入金 － 54,682 － 54,682 

社債 － 39,157 － 39,157 

負債計 － 93,839 － 93,839 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

有価証券及び投資有価証券 

 上場株式、地方債は相場価格を用いて評価している。上場株式は活発な市場で取引されてい

るため、その時価をレベル１の時価に分類している。一方で、当社が保有している地方債は、

市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレ

ベル２の時価に分類している。 
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長期借入金 

 長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の残存期間の借入を行った場合に想定される利 

率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類している。 

 

 社債 

 当社の発行する社債の時価は、市場価格によって算定しており、レベル２の時価に分類して 

いる。 

 

 デリバティブ取引 

  通貨スワップの時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値 

法により算定しており、レベル２の時価に分類している。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

 

１株当たり純資産額 1,880 円 30 銭 

１株当たり当期純利益 183 円 48 銭 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

 

１．自己株式の取得 

当社は、2024 年４月 26日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第 156 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議

した。 

（1）自己株式の取得を行う理由 

   経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行 

 

（2）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

① 取得する株式の種類  当社普通株式 

② 取得する株式総数  4,000,000 株（上限） 

③ 取得する期間   2024 年４月 30日から 2025 年３月 31 日まで 

④ 取得価額の総額   9,200 百万円（上限） 

⑤ 取得の方法   事前公表型市場買付（ToSTNeT-3）を含む市場買付 

 

２．自己株式の消却 

当社は、2024 年４月 26日開催の取締役会において、会社法第 178 条の規定に基づき、自己株式

消却に係る事項について以下のとおり決議した。 

（1）自己株式の消却を行う理由 

   資本効率の向上 

（2）自己株式消却に関する取締役会の決議内容 

①  消却する株式の種類  当社普通株式 

② 消却する株式の数  4,000,000 株 

③ 消却予定日   2024 年５月 24日 

④ 消却後の発行済株式総数  444,507,285 株 

 

(注)記載金額は全て百万円未満を切り捨てて表示している。 



（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１.資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券･･････････償却原価法
②子会社及び関連会社株式･･････移動平均法に基づく原価法
③その他有価証券
　  市場価格のない株式等以外のもの

     ･･･決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
　売却原価は移動平均法により算定）

　　市場価格のない株式等･･････移動平均法に基づく原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法 ･･･ 時価法

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法
 通常の販売目的で保有する棚卸資産

①商品及び製品････････････････総平均法に基づく原価法
②仕掛品･･････････････････････移動平均法（一部個別法）に基づく原価法
③原材料及び貯蔵品････････････移動平均法に基づく原価法
④販売用不動産････････････････個別法に基づく原価法
（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２.固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

 　定額法を採用している。
   なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

　　　　建　　　　　物 ３～５０年
　　　　機　械　装　置 ４～１７年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
   定額法を採用している。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能
   期間（５年）に基づいている｡

（3）リース資産
   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
（4）長期前払費用

定額法を採用している。

３.引当金の計上基準
（1） ････････

（2） ････････

（3） ････････役員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。

（4） ････････

（5） ････････

（6） ････････

役 員 賞 与 引 当 金

個別注記表

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上している。

賞 与 引 当 金 従業員賞与（使用人兼務取締役の使用人分を含む）の支給に充てるため、
期末直前支給額を基礎とした見積額を計上している。

退 職 給 付 引 当 金 従業員退職金の支出に充てるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上している。
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完成工事補償引当金 ユニット住宅の契約不適合責任等による支出に備えるため、過去の補償費
用実績に基づく将来発生見込額を計上している。

株 式 給 付 引 当 金 株式交付規則に基づく取締役および幹部従業員等に対する当社株式の交付
に備えるため、当事業年度末において対象者に付与されている株式交付ポ
イントに対応する当社株式の価額を見積り計上している。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌
期から費用処理している。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（５年）による定額法により費用処理している。

高年齢者再雇用従業員退職金の支出に充てる為、当事業年度末における退
職給付債務の見込額に基づき、期末要支給額を計上している。



４.収益及び費用の計上基準

（1）商品及び製品等の販売に係る収益

（2）工事契約に係る収益

（3）サービス及びその他の販売に係る収益

５.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）資産に係る控除対象外消費税等の会計処理

　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の期間費用としている。

（2）グループ通算制度の適用

　グループ通算制度を適用している。

（3）退職給付に係る会計処理

（収益認識に関する注記）

（会計上の見積りに関する注記）

分譲土地の評価

１.当事業年度の計算書類に計上した金額

　分譲土地　20,427百万円

２.計算書類利用者の理解に資するその他の情報

（貸借対照表に関する注記）

１.有形固定資産の減価償却累計額　　　 246,641百万円

２.保証債務

関係会社の金融機関等からの借入に対する保証債務 19,104百万円

ユニット住宅購入者及び従業員持家制度促進のための

住宅ローンの保証債務 46,952百万円

３.関係会社に対する短期金銭債権　　　 126,017百万円

関係会社に対する長期金銭債権　　　 1百万円

関係会社に対する短期金銭債務　　　 137,553百万円

（損益計算書に関する注記）

関係会社に対する売上高　　　　　　 290,518百万円

関係会社からの仕入高　　　　　　　 232,693百万円

関係会社との営業取引以外の取引高　　　 48,988百万円

（株主資本等変動計算書に関する注記）

当期末における自己株式の総数　　  　　　 26,901,520株

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、
連結貸借対照表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する注記）「２.
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」に記載した内容と同一であるため、注記を省略し
ている。

　連結注記表（会計上の見積りに関する注記）「３.分譲土地の評価」に記載した内容と同一である。

－１３－

　商品等の販売は主に、住宅事業における分譲土地や集合住宅等の販売、環境・ライフライン事業における
塩化ビニル管等の販売、高機能プラスチックス事業における合わせガラス用中間膜等の販売である。これら
の商品等の販売は、引渡時点において顧客が当該商品等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判
断し、当該時点で収益を認識している。
　なお、出荷時から商品等の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時点
において収益を認識している。
　また、環境・ライフライン事業における設備の販売等、据付や検収を受けるのに相当期間を要するもの
は、検収時点において顧客が当該設備等に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断し、当該時点
で収益を認識している。

　当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当社が当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する
通常の時点）は以下の通りであり、販売に係る取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領してお
り、重要な金融要素は含まれていない。

　工事契約は主に、環境・ライフライン事業における各種産業プラント等の建設工事を行う義務である。こ
れらの工事契約は、当社の義務の履行により資産が創出されるに従い、顧客が当該資産を支配することか
ら、当該履行義務は一定期間にわたり充足される履行義務であり、契約による工事の進捗に応じて充足され
る為、工事の進捗度に応じて収益を計上している。履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主とし
て発生原価に基づくインプット法によっている。
　なお、工期のごく短い工事契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

　サービスおよびその他の販売は主に、住宅事業における商品及び製品の販売に関連した保守サービス等で
ある。履行義務が一時点で充足される場合にはサービス提供完了時点において、一定期間にわたり充足され
る場合にはサービス提供期間にわたり定額で、又は進捗度に応じて収益を認識している。



（税効果会計に関する注記）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

１.繰延税金資産

関係会社株式評価損 9,199百万円
退職給付引当金 7,349百万円
減損損失　　　　　　　　　　　　　　　 3,246百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　 8,727百万円

　　　小　　　計　　　　　　　　　　　　　 28,523百万円

評価性引当額 △ 12,983百万円

　　　合　　　計　　　　　　　　　　　　　　 15,540百万円

２.繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △ 21,567百万円

前払年金費用 △ 2,962百万円

固定資産圧縮積立金 △ 2,721百万円

関係会社株式評価差額 △ 686百万円

その他 △ 402百万円

　　　合　　　計　　　　　　　　　　　　　　 △ 28,341百万円

繰延税金負債(△)の純額 △ 12,801百万円

（関連当事者との取引に関する注記）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１．取引条件については、市場実勢における価格競争力及び原材料価格等の総原価を勘案して、

 　 　　　当社希望価格を提示し、価格交渉のうえで決定している。

 ２．資金の貸付及び借入について、利率は市場金利を勘案して合理的に決定している。

　　短期資金は貸付・借入を繰り返し行っているため、取引金額については純増減額で表示している。

３．積水バイオリファイナリー㈱の㈱セキスイアカウンティングセンターからの借入（8,117百万円、

　　期限6ヶ月）につき、債務保証を行ったものであり、年率0.3％の保証料を受領している。

（１株当たり情報に関する注記）

１.１株当たり純資産額 896円89銭

２.１株当たり当期純利益　　 159円95銭

－１４－

（単位：百万円）

種類 会社等の名称
議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

ユニットの仕入
（注１）

86,069 買掛金 15,881

原材料の有償支給
（注１）

59,446 未収入金 4,830

子会社 東日本セキスイ商事㈱
所有
直接100%

製品の販売
製品の販売
（注１）

19,535 売掛金 9,817

子会社
積水マテリアルソ
リューションズ㈱

所有
直接100%

製品の販売
製品の販売
（注１）

32,297 売掛金 11,811

資金の返済
（注２）

20,498

利息の支払
（注２）

97

資金の貸付
（注２）

8,333

利息の受取
（注２）

937

債務保証
（注３）

8,117

保証料の受入れ
（注３）

14

短期借入金 74,508

セキスイハイム工業㈱
所有
直接100%

製品の仕入
原材料の販売

子会社

子会社
㈱セキスイアカウン
ティングセンター

所有
直接100%

資金の借入

子会社
Sekisui America
Corporation

所有
直接100%

短期貸付金 19,683資金の援助

－子会社
積水バイオリファイナ
リー㈱

所有
直接66%

債務保証 －



（重要な後発事象に関する注記）
１．自己株式の取得

（1）自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行

（2）自己株式取得に関する取締役会の決議内容
　① 取得する株式の種類　 当社普通株式
　② 取得する株式総数　　 4,000,000株（上限）
　③ 取得する期間　　　　 2024年４月30日から2025年３月31日まで
　④ 取得価額の総額　　　 9,200百万円（上限）
　⑤ 取得の方法　　　　　 事前公表型市場買付（ToSTNeT-3）を含む市場買付

２．自己株式の消却

（1）自己株式の消却を行う理由
資本効率の向上

（2）自己株式消却に関する取締役会の決議内容
　① 消却する株式の種類　 当社普通株式
　② 消却する株式の数 4,000,000株
　③ 消却予定日 2024年５月24日
　④ 消却後の発行済株式総数　 444,507,285株

（注）記載金額は全て百万円未満を切り捨てて表示している。

　当社は、2024年４月26日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同
法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について以下のとおり決議した。

　当社は、2024年４月26日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式消却に係る事項に
ついて以下のとおり決議した。

－１５－


